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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　板厚が１０～２００μｍのガラス基板を製造する方法であって、溶融ガラスをダウンド
ロー法にてリボン状に成形する成形工程と、ガラスリボンを徐冷する徐冷工程と、ガラス
リボンを切断する切断工程とを含むガラス基板の製造方法であって、（徐冷点＋２００℃
）～（徐冷点＋５０℃）の温度範囲における平均冷却速度を３００～２５００℃／分の範
囲に調節するとともに、徐冷点～（徐冷点－１００℃）までの平均冷却速度を１０～３０
０℃／分の範囲に調節することを特徴とするガラス基板の製造方法。
【請求項２】
　ダウンドロー法が、オーバーフローダウンドロー法であることを特徴とする請求項１に
記載のガラス基板の製造方法。
【請求項３】
　質量百分率で、ＳｉＯ２　５０～７０％、Ａｌ２Ｏ３　１０～２５％、Ｂ２Ｏ３　１～
１５％、ＭｇＯ　０～１０％、ＣａＯ　０～１５％、ＳｒＯ　０～１５％、ＢａＯ　０～
１５％、Ｎａ２Ｏ　０～５％含有するガラスを使用することを特徴とする請求項１又は２
に記載のガラス基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薄膜電気回路が形成されるガラス基板、特に液晶ディスプレイや有機ＥＬデ
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ィスプレイ等のフラットパネルディスプレイ及びフレキシブルディスプレイ等に使用され
るガラス基板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ディスプレイ用途で使用されるガラス基板は、一般的にフロート法や、オーバーフロー
ダウンドロー法に代表されるダウンドロー法等により成形される。
【０００３】
　フロート法は、溶融ガラスを溶融スズ（フロートバス）の上に流し出し、これを水平方
向に引き伸ばすことによってガラスを板状に成形する方法である。この方法ではフロート
バスでガラスリボンを成形した後に、長大な徐冷炉でガラスリボンを徐冷（オンラインア
ニール）する。従ってフロート法により成形されるガラス基板は、熱収縮率が小さいとい
う特徴がある。
【０００４】
　ただし、フロート法では薄板化が困難であることや、ガラス基板を研磨してガラス表面
に付着したスズを除去する必要があり、基板の表面品位を低下させるというデメリットが
ある。
【０００５】
　一方、ダウンドロー法は、ガラスを垂直下方方向に引き伸ばして板状に成形する成形方
法の総称であり、スロット（スリット）ダウンドロー法、オーバーフローダウンドロー法
等が知られている。例えば、広く使用されているオーバーフローダウンドロー法は、断面
略楔形の樋状耐火物（成形体）の頂部に溶融ガラスを導いて、その両側よりガラスを溢れ
出させて側面に沿って流下させ、耐火物下端で合流させて下方へ引き伸ばすことよってガ
ラスを板状に成形する。ダウンドロー法は、ガラスを薄板に成形しやすいというメリット
がある。
【０００６】
　さらにオーバーフローダウンドロー法の場合は、成形中にガラス表面が空気以外と接触
しないために、未研磨の状態でも表面品位の高いガラス基板を得ることができるというメ
リットもある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００８－１０５８８２号公報
【特許文献２】特開２００８－１３３１７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　近年、省スペース化の観点から、液晶や有機ＥＬなどのフラットパネルディスプレイの
薄型・軽量化が進展しており、その延長としてパネルのフレキシブル化に向けた研究が精
力的に進められている。また、電子ペーパーの発展により、新たな表示用途（電子書籍、
電子新聞、電子値札、デジタルサイネージなど）が開拓されつつあり、薄くて曲げられる
フレキシブルディスプレイの要求は拡大している。
【０００９】
　フレキシブルディスプレイの実現には基板技術の開発が不可欠である。柔軟性だけでな
く、酸素、水分の遮断性などを兼ね備えた基板が必要である。これらの特性を兼ね備えた
基板として、フィルムのように薄くした薄板ガラスが有望視されている。特に柔軟性の観
点から２００μｍよりも薄いガラスが望まれている。このような事情から、ダウンドロー
法を用いて薄板ガラスを製造する方法の開発が進められている。（例えば特許文献１、２
）　現行のフラットパネルディスプレイと同様に、フレキシブルディスプレイに対しても
、高精度、高精細等の要求が高まることが予想される。これらの要求を満たすためには、
薄膜電気回路のパターンをより微細にする必要があり、基板に対する表面品位の要求が益
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々高くなってくると考えられる。なお基板の表面粗さ（局所的な凹凸）が大きかったり、
基板の板厚（全体的な凹凸）が不均一であったりすると、微細な回路パターンが形成し難
くなる。
【００１０】
　しかしながら、ダウンドロー法により２００μｍ以下の薄板ガラスを成形しようとする
場合、安定してガラスを成形設備から引き出すことが難しく、板厚の均一性を保つのが困
難である。このため、薄膜電気回路が形成される基板に要求される品位を満たすことがで
きないという問題があった。板厚を均一にするため、オフラインで研磨処理することも考
えられるが、２００μｍ以下のガラス基板を研磨することは技術的に非常に難しく、製造
コストも大幅に増大する。
【００１１】
　本発明の目的は、薄膜電気回路が形成される基板に要求される品位を満たす２００μｍ
以下のガラス基板の製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明者等は種々の検討を行った結果、徐冷点より高温領域におけるガラスの平均冷却
速度を３００℃／分以上に調節することにより、上記目的を達成できることを見いだし本
発明として提案するものである。
【００１３】
　即ち、本発明のガラス基板の製造方法は、板厚が１０～２００μｍのガラス基板を製造
する方法であって、溶融ガラスをダウンドロー法にてリボン状に成形する成形工程と、ガ
ラスリボンを徐冷する徐冷工程と、ガラスリボンを切断する切断工程とを含むガラス基板
の製造方法であって、（徐冷点＋２００℃）～（徐冷点＋５０℃）の温度範囲における平
均冷却速度を３００～２５００℃／分の範囲に調節することを特徴とする。なお「徐冷点
」とは、ガラスが１０１３ｄＰａ・ｓの粘度を示す温度であり、ＡＳＴＭ　Ｃ３３６－７
１の方法に基づき測定することができる。「平均冷却速度」とは、所定の温度領域をガラ
スリボンの板幅方向中央部分が通過する時間を算出し、この領域内のガラスの温度差（こ
こでは１５０℃）を通過に要した時間で除することにより求めた速度である。
【００１４】
　上記構成によれば、徐冷点よりも高温領域の平均冷却速度を３００℃／分以上とするこ
とによって、均一な板厚で、しかも反りや歪みの小さいガラス基板を得ることができる。
またガラスを徐冷点まで急冷することになるから、その後の徐冷に費やす時間（或いは距
離）を十分に確保することができる。その結果、その後の徐冷条件を適切に調節すること
によって、仮想温度が高いにも関わらず熱収縮率の小さなガラス基板を製造することも可
能になる。
【００１５】
　本発明においては、さらに徐冷点～（徐冷－１００℃）までの平均冷却速度を１０～３
００℃／分の範囲に調節する。
【００１６】
　徐冷点より高温側の温度領域におけるガラスの冷却速度を高くして板厚が２００μｍ以
下の薄板ガラスを成形する場合、ガラスの仮想温度が高くなり易い。ガラスの仮想温度が
高くなると、一般に熱収縮率が高くなる傾向にある。その結果、薄膜電気回路形成用の基
板として要求される品位を満たすことができない可能性がある。このような場合であって
も、上記構成を採用していることから、板厚が２００μｍ以下でありながら、低熱収縮率
を有するガラス基板を得ることが可能になる。
【００１７】
　本発明においては、ダウンドロー法が、オーバーフローダウンドロー法であることが好
ましい。
【００１８】
　上記構成によれば、成形時の表面状態のままで、薄膜電気回路を形成するための基板、
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特にフレキシブルディスプレイの基板として使用可能なガラス基板を作製することができ
る。よって研磨工程を省略することが可能であり、研磨が困難な薄板の製造方法として好
適である。
【００１９】
　本発明においては、質量百分率で、ＳｉＯ２　５０～７０％、Ａｌ２Ｏ３　１０～２５
％、Ｂ２Ｏ３　１～１５％、ＭｇＯ　０～１０％、ＣａＯ　０～１５％、ＳｒＯ　０～１
５％、ＢａＯ　０～１５％、Ｎａ２Ｏ　０～５％含有するガラスを使用することが好まし
い。
【００２０】
　上記構成によれば、歪点が高く、且つオーバーフローダウンドロー法に適した液相粘度
を有するガラス組成を選択することが容易になる。またディスプレイ基板に要求される種
々の特性、例えば耐薬品性、比ヤング率、化学耐久性、溶融性等に優れたガラス組成とす
ることも可能になる。
【００２１】
　本発明の方法で作製されるガラス基板は、１０～２００μｍの板厚を有するガラス基板
であって、基板内の最大板厚と最小板厚の板厚差が３０μｍ以下であることを特徴とする
。なお本発明における「基板内の最大板厚と最小板厚の板厚差」とは、レーザー式厚み測
定装置を用いて、ガラス基板の任意の一辺に板厚方向からレーザーを走査することにより
、ガラス基板の最大板厚と最小板厚を測定した上で、最大板厚の値から最小板厚の値を減
じた値を意味する。
【００２２】
　上記構成によれば、基板が可撓性を有するため、フレキシブルディスプレイの基板用途
等に使用可能になる。また薄膜電気回路が形成される基板に必要な板厚差を満足すること
ができる。
【００２３】
　本発明の方法で作製されるガラス基板は、歪み値が２．５ｎｍ以下であることが好まし
い。本発明における「歪み値」とは、歪計を用いて光ヘテロダイン法により測定した値を
意味する。
【００２４】
　上記構成によれば、薄膜電気回路が形成される基板に必要な歪み値を満足することがで
きる。
【００２５】
　本発明の方法で作製されるガラス基板は、反り値が２００μｍ以下であることが好まし
い。なお本発明における「反り値」とは、反り測定機により測定した値を意味する。
【００２６】
　上記構成によれば、薄膜電気回路が形成される基板に必要な反り値を満足することがで
きる。
【００２７】
　本発明の方法で作製されるガラス基板は、常温から５℃／分の速度で昇温し、４５０℃
で１０時間保持後、５℃／分の速度で降温したときの熱収縮率が３００ｐｐｍより小さい
ことが好ましい。なお本発明における「熱収縮率」は次のようにして測定して得た値を意
味する。まず測定用の試料として１６０ｍｍ×３０ｍｍの短冊状試料を準備する（図２（
ａ））。この短冊状試料の長辺方向の端から２０～４０ｍｍ付近に＃１０００の耐水研磨
紙にてマーキングを行い、マーキングと直交方向に折り割る（図２（ｂ））。折り割った
試験片の一方を所定条件で熱処理後、熱処理を行っていない試料と熱処理後の試料とを並
べて（図２（ｃ））、マーキングの位置ずれ量（△Ｌ１、△Ｌ２）をレーザー顕微鏡によ
って読み取り、下式により熱収縮率を算出する。
【００２８】
　　　熱収縮率［ｐｐｍ］＝（△Ｌ１［μｍ］＋△Ｌ２［μｍ］）／１６０×１０－３

　上記構成によれば、薄膜回路パターンの形成工程で熱処理を受けても、パターンずれを
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起こしにくいという効果がある。
【００２９】
　本発明の方法で作製されるガラス基板は、平均表面粗さＲａが０．３μｍ以下であるこ
とが好ましい。なお本発明における「平均表面粗さＲａ」は、ＳＥＭＩＤ７－９４「ＦＰ
Ｄガラス基板の表面粗さの測定方法」に準拠した方法により測定した値を意味する。
【００３０】
　上記構成がオーバーフローダウンドロー法等の採用によって直接達成できるものであれ
ば、研磨工程を省略することが可能となる。
【００３１】
　本発明の方法で作製されるガラス基板は、質量百分率で、ＳｉＯ２　５０～７０％、Ａ
ｌ２Ｏ３　１０～２５％、Ｂ２Ｏ３　１～１５％、ＭｇＯ　０～１０％、ＣａＯ　０～１
５％、ＳｒＯ　０～１５％、ＢａＯ　０～１５％、Ｎａ２Ｏ　０～５％含有するガラスか
らなることが好ましい。
【００３２】
　上記構成によれば、ガラスの歪点が高く、且つオーバーフローダウンドロー法に適した
液相粘度を有するため、低熱収縮で、且つ表面品位に優れたガラスを未研磨で得ることが
できる。
【００３３】
　本発明の方法で作製されるガラス基板は、薄膜電気回路を形成するための基板、特にフ
レキシブルディスプレイの基板として使用されることが好ましい。
【００３４】
　上記構成によれば、板厚が小さく、且つ表面品位に優れるという本発明の特徴を生かす
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明を実施するためのガラス基板の製造設備を示す概略正面図である。
【図２】熱収縮率の測定方法を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　本発明の方法を詳述する。
【００３７】
　本発明の方法は、まず溶融ガラスをダウンドロー法にてリボン状に成形する成形工程を
含む。この成形工程では、最終的に得られるガラスの板厚が１０～２００μｍとなるよう
に成形条件を調整することが重要である。板厚の調整は、ガラスの流量、成形温度、ガラ
スを引き出す速度（板引き速度）等によって調整することができる。なお成形条件は、得
られるガラスの板厚が１０～１５０μｍ、特に１０～１００μｍとなるように調整するこ
とが好ましい。
【００３８】
　成形方法は、ダウンドロー法である限り特に限定されないが、未研磨で表面品位が良好
なリボン状ガラスを製造することができるオーバーフローダウンドロー法を採用すること
が好ましい。オーバーフローダウンドロー法を採用すると表面品位が良好なリボン状ガラ
スを製造できる理由は、リボンの表面となるべき面が空気以外と接触せず、自由表面の状
態で成形されるからである。なおオーバーフローダウンドロー法とは、溶融ガラスを耐熱
性の樋状構造物の両側から溢れさせて、溢れた溶融ガラスを樋状構造物の下端で合流させ
ながら、下方に延伸成形してリボン状ガラスを製造する方法である。樋状構造物の構造や
材質は、リボン状ガラスの寸法や表面精度或いは予定する用途に求められる品位を実現で
きるものであれば特に限定されない。また、下方への延伸は、リボン状ガラスに対してど
のような方法で力を印加するものであってもよい。例えば、充分に大きい幅を有する耐熱
性ローラーをリボン状ガラスに接触させた状態で回転させて延伸する方法を採用してもよ
いし、複数の対になった耐熱性ローラーをリボン状ガラスの両方の端面近傍のみに接触さ
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せて延伸する方法を採用してもよい。
【００３９】
　なお本発明においては、オーバーフローダウンドロー法以外にも、種々のダウンドロー
法を採用することができる。例えばスロットダウン法、リドロー法等を採用することが可
能である。
【００４０】
　本発明の方法は、リボン状に成形されたガラスを冷却する徐冷工程を含む。この工程で
は成形直後の高温のリボン状ガラスを冷却する過程で板厚の制御、歪や反りの除去、熱収
縮の低減等を行う。本発明では、特に板厚、歪、反りに大きな影響を与える徐冷点以上の
温度域において、冷却速度を特定の速度に制御することを特徴とする。具体的には（徐冷
点＋２００℃）～（徐冷点＋５０℃）の温度範囲における平均冷却速度を３００～２５０
０℃／分、好ましくは３００～２０００℃／分、３００～１５００℃／分、４００～１０
００℃／分、５００～９００℃／分、特に好ましくは６００～８００℃／分の範囲に調節
する。なお便宜上、（徐冷点＋２００℃）～（徐冷点＋５０℃）の温度範囲を、以下、「
第一の徐冷温度域」と呼ぶこととする。
【００４１】
　なおガラスの温度は、パイロメーターによる非接触測定や、熱電対を利用した接触測定
により行うことができる。
【００４２】
　第一の徐冷温度域の冷却速度が低すぎると、ガラス板の形状が速やかに定まらないこと
から、板厚を均一にすることが困難になる。また、その後の徐冷に費やせる時間（距離）
が短くなるため、熱収縮率が大きくなる。一方、第一の徐冷温度域の冷却速度が高すぎる
と、ガラスが急激に冷やされるため不均一な大きな歪が発生することで反りが悪化する。
またガラスの仮想温度が高くなりすぎて、その後の徐冷条件を調節しても、熱収縮率を十
分に低くすることが難しくなる。
【００４３】
　なお仮想温度とは、ガラス構造と同じ構造を持つ過冷却液体の温度のことであり、ガラ
スの構造を示す指標となる。ガラスは高温では粘性が低く液体状であり、この時のガラス
の構造は粗の状態である。そして、冷却していくとガラスの構造は密になりながら固化す
る。このガラスの構造変化は、ガラスがその温度において最も安定な状態に移ろうとする
ことにより起こる。ところがガラスの冷却速度が高いと、その温度に対応する密な構造に
なる前にガラスが固化してしまい、高温側の状態でガラスの構造が固定されてしまう。こ
の固化したガラスの構造に相当する温度が仮想温度と言われている。仮想温度が高い程、
ガラスの構造が粗になるため熱収縮率が大きくなるが、その後の徐冷を適切に行えば、熱
収縮率を小さくすることが可能である。本発明の方法を実施した場合、ガラス基板の仮想
温度が（徐冷点＋４５℃）～（徐冷点＋１００℃）の範囲、特に（徐冷点＋４５℃）～（
徐冷点＋８０℃）、さらには（徐冷点＋４５℃）～（徐冷点＋６０℃）の範囲となり易い
。本発明方法の場合、第一の徐冷領域での冷却速度が速い分、徐冷点以下の温度域で徐冷
に費やせる時間を長く確保することができるため、徐冷条件を適切に調節することによっ
て仮想温度が高いにも関わらず実用上使用可能な熱収縮率を有するガラス基板を得ること
ができる。
【００４４】
　「仮想温度」は以下のようにして求めた温度である。まず熱収縮測定と同じガラス板片
を徐冷点温度に制御した電気炉中に投入し、１時間後に電気炉から取り出してアルミ板上
で急冷した後、熱収縮率を測定する。同様の処理を（徐冷点＋２０℃）、（徐冷点＋４０
℃）、（徐冷点＋６０℃）について行い、処理温度－熱収縮率のグラフを作成する。この
グラフの一次近似曲線から熱収縮率が０ｐｐｍとなる熱処理温度を求め、これをガラスの
仮想温度とする。
【００４５】
　ところでダウンドロー法では、徐冷炉を成形体の直下に設ける関係上、フロート法のよ
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うな長大な徐冷炉を設置することは実際上不可能である。従って必然的に徐冷炉が短くな
り、換言すれば徐冷炉内での冷却速度が速くなり、ガラスが急冷状態で固化されるため、
熱収縮率の小さいガラス基板を得ることが難しい。
【００４６】
　液晶ディスプレイや有機ＥＬは、ガラス基板の表面上に薄膜トランジスタ（ＴＦＴ：Ｔ
ｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）などの薄膜電気回路が形成される。この形成
過程においてガラス基板は高温雰囲気に曝されることで構造緩和が進行し体積が収縮（熱
収縮）する。薄膜電気回路の形成工程でガラス基板に熱収縮が生じると、回路パターンの
形状寸法が設計値からずれてしまい、所望の電気的性能が得られなくなる。そのため、薄
膜電気回路が形成される基板の熱収縮は小さいことが要求される。
【００４７】
　そこで本発明の方法では、徐冷工程中、第一の徐冷温度域に続く温度域である徐冷点～
（徐冷点－１００℃）の温度範囲における平均冷却速度を１０～３００℃／分の範囲に調
節する。好ましくは１０～２００℃／分、１０～１５０℃／分、５０～１５０℃／分の範
囲に調節することが望ましい。なお便宜上、徐冷点～（徐冷点－１００℃）の温度範囲を
、以下、「第二の徐冷温度域」と呼ぶこととする。第二の徐冷温度域は、熱収縮率に大き
な影響を与える温度域であり、上記冷却速度にてこの領域を通過させることにより、仮想
温度が高いにも関わらず実用上使用可能な熱収縮率を有するガラス基板を製造することが
できる。この範囲の冷却速度が低すぎると、ダウンドロー法にてガラスを成形する本発明
の場合、ガラス溶融装置や成形炉を高所に設置しなければならなくなり、設備設計上の制
約を受けるおそれがある。一方、冷却速度が高すぎると、徐冷に費やせる時間が短くなる
ため、効果的に熱収縮率を低減することが困難になる。
【００４８】
　なお本発明の方法は、徐冷工程中、第一の徐冷温度域と第二の徐冷温度域の間にある温
度域、即ち（徐冷点＋５０℃）～徐冷点の温度範囲における平均冷却速度を、第一の徐冷
温度域における冷却速度よりも低く、且つ第二の徐冷温度域における冷却速度よりも高く
設定することが望ましい。なお便宜上、（徐冷点＋５０℃）～徐冷点の温度範囲を、以下
、「中間徐冷温度域」と呼ぶこととする。中間徐冷温度域の冷却速度を上記のように設定
することにより、第一の徐冷温度域から第二の徐冷温度域への冷却速度の変更をスムーズ
に行うことができる。
【００４９】
　本発明の方法は、徐冷が完了したリボン状ガラスを所定長に切断し、ガラス基板とする
切断工程を含む。ここで言う切断には、リボン状ガラスを直接、毎葉に切り離す場合に限
られるものではない。即ち、リボン状ガラスを一旦ロール状に巻き取ってから、巻き直し
、板幅調整、膜付け等種々の加工を施した後、再度リボン状ガラスを引き出して毎葉に切
断するような場合を含む。切断は、あらかじめカッターやレーザー光でスクライブ線を入
れた後、折り割りする方法、レーザー光で溶断する方法等、種々の方法が採用可能である
。
【００５０】
　本発明の方法では、得られたガラス基板の表面に研磨を施さないことが望ましい。つま
り板厚が１０～２００μｍのガラスは、研磨による破損の可能性が非常に高い。よって研
磨を施すと製造歩留まりが低くなり、また研磨による破損を防止するための特別な設備を
必要とするため、コストが増大してしまう。しかも研磨を行うことによってガラス表面に
傷をつけてしまい、ガラス本来の強度が損なわれる。なお未研磨でも表面品位に優れたガ
ラス基板を得るには、成形法としてオーバーフローダウンドロー法を採用すればよい。な
お本明細書における「表面」とは、ガラス基板の透光面（或いは主面）を意味し、欠け防
止等の目的で研磨が施される端面とは区別される。
【００５１】
　本発明の方法においては、液相粘度が１０４．５ｄＰａ・ｓ以上であるガラスを用いる
ことが好ましい。特に、オーバーフローダウンドロー法で成形する場合には、ガラスの液
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相粘度が高いことが重要である。具体的にはガラスの液相粘度が１０４．５ｄＰａ．ｓ以
上、１０５．０ｄＰａ・ｓ以上、１０５．５ｄＰａ・ｓ以上、特に１０６．０ｄＰａ・ｓ
以上であることが好ましい。なお、液相粘度は結晶が析出する時の粘度であり、液相粘度
が高いほどガラス成形時に失透が発生しにくくなることから、成形しやすくなる。
【００５２】
　本発明の方法においては、歪点が６００℃以上のガラスを用いることが好ましい。ここ
で歪点とは、ガラスが１０１４．５ｄＰａ・ｓの粘度を示す温度である。この構成によれ
ば、熱収縮率の小さいガラス基板を作製することが容易になる。
【００５３】
　本発明の方法は、種々のガラスに適用することが可能である。例えば液晶ディスプレイ
や有機ＥＬディスプレイ等の使用を予定している場合には、質量百分率で、ＳｉＯ２　５
０～７０％、Ａｌ２Ｏ３　１０～２５％、Ｂ２Ｏ３　１～１５％、ＭｇＯ　０～１０％、
ＣａＯ　０～１５％、ＳｒＯ　０～１５％、ＢａＯ　０～１５％、Ｎａ２Ｏ　０～５％含
有するガラスを使用すればよい。この組成範囲内であれば、歪点が高く、且つダウンドロ
ー成形に適した液相粘度を有するガラス組成を設計することが容易である。
【００５４】
　本発明の方法によって得られるガラス基板は、第一の徐冷温度域を適切に調節すること
によって、基板内の最大板厚と最小板厚の板厚差を３０μｍ以下、特に２５μｍ以下、さ
らには２０μｍ以下とすることができる。板厚差が大きすぎる場合は、電極等の正確なパ
ターニングを行うことが困難となり、回路電極の断線、短絡等の不具合が生じ易い。
【００５５】
　本発明の方法によって得られるガラス基板は、第一の徐冷温度域を適切に調節すること
によって、歪み値を２．５ｎｍ以下、特に２．２ｎｍ以下、さらには２．０ｎｍ以下とす
ることができる。歪み値が大きすぎると、ガラス基板の切断時にパターンがずれる、或い
は液晶ディスプレイ基板用途においては複屈折のために均質な画像が得られなくなる等の
不具合が生じる。
【００５６】
　本発明の方法によって得られるガラス基板は、第一の徐冷温度域を適切に調節すること
によって、反り値を２００μｍ以下、特に１００μｍ以下、さらには８０μｍ以下とする
ことができる。反り値が大きすぎると、電極等の正確なパターニングを行うことが困難と
なり、回路電極の断線、短絡等の不具合が生じ易い。
【００５７】
　本発明の方法によって得られるガラス基板は、常温から５℃／分の速度で昇温し、４５
０℃で１０時間保持後、５℃／分の速度で降温したときの熱収縮率が３００ｐｐｍより小
さくなり易い。ガラスの熱収縮率は小さいほど好ましいため、第二の徐冷温度域を適切に
調節すれば、２５０ｐｐｍ以下、さらには２００ｐｐｍ以下、特に１００ｐｐｍ以下にす
ることが可能となる。熱収縮率が大きすぎると、薄膜電気回路の形成用基板に用いられた
場合に回路パターンが所期設計からずれてしまい、電気的な性能を維持できなくなる。
【００５８】
　本発明の方法によって得られるガラス基板は、オーバーフローダウンドロー法にて成形
し、研磨工程を省略することによって、平均表面粗さＲａを０．３ｎｍ以下、特に０．２
ｎｍ以下とすることができる。なお研磨を施したガラスの平均表面粗さは０．３ｎｍを超
える。
【００５９】
【００６０】
【００６１】
　本発明の方法によって得られるガラス板の板幅は特に制限されない。板幅はスロットダ
ウンドロー法の場合はガラスが引き出される長尺溝の長さ等を調節することにより、また
オーバーフローダウンドロー法の場合は成形体の長さ等を調節することにより変更できる
。
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【００６２】
　本発明の方法によって得られるガラス基板は、種々の用途に供することができる。例え
ば薄膜電気回路が形成されるガラス基板として使用可能である。得られるガラス基板は、
板厚が均一であり、歪み値や反り値が小さいため、薄膜電気回路が形成される基板に要求
される品位を満たすことができる。さらに熱収縮率を小さくすれば、薄膜電気回路の形成
工程における熱処理で基板が熱収縮を起こし難く、回路パターンのズレ等の問題を容易に
回避できる。
【００６３】
　また本発明の方法によって得られる基板は、フレキシブルディスプレイ用基板として使
用することが好ましい。得られるガラス基板は板厚が小さいことから可撓性を有しており
、フレキシブルディスプレイ基板として必要な柔軟性を得ることができる。
【実施例】
【００６４】
　　以下、本発明を、添付図面を参照して詳細に説明する。
【００６５】
　図１は、本発明を実施するためのガラス基板の製造設備を示す概略正面図である。この
製造設備は、オーバーフローダウンドロー法によってガラス基板を製造するためのもので
あって、上方から順に、樋状成形体１１及び冷却ローラー１２を内部に有する成形炉１と
、成形炉１の下方に設置され、内部にヒーター２１及び案内ローラー２２を有する徐冷炉
２と、徐冷炉２の下方に設けられる冷却部３及び切断部４とからなる。
【００６６】
　樋状成形体１１は、略楔状の断面形状を有しており、供給される溶融ガラスＧ１を頂部
から溢れさせると共に、その下端部で融合させることで、ガラスリボンＧ２を成形する。
徐冷炉２は、ガラスリボンＧ２を徐冷する。詳述すると、徐冷炉２の内部には、ガラスリ
ボンＧ２の両側にガラスリボンＧ２と対向するようにして複数のパネル状のヒーター２１
が設けられている。ヒーター２１は、搬送方向（垂直方向）及び板幅方向（水平方向）に
複数段複数列設置され、それぞれ独立して温度制御することが可能となっている。冷却部
３は、徐冷されたガラスリボンＧ２を十分に冷却する。切断部４は、冷却されたガラスリ
ボンＧ２を所定寸法に切断する。また切断部４には、図外の後続工程（例えば梱包工程等
）へガラス基板Ｇ３を搬送するための搬送経路が別途設けられている。
【００６７】
　次に、上記製造設備を用いた本発明のガラス基板の製造方法を説明する。
【００６８】
　この製造設備では、まず成形炉１内に設けられた樋状成形体１１の頂部に溶融ガラスＧ
１を供給し、その溶融ガラスＧ１を樋状成形体１１の頂部から溢れ出させると共にその下
端部で融合させて板状のガラスリボンＧ２を成形する。樋状成形体１１の付近には、一対
の冷却ローラー１２が設けられている。ガラスリボンＧ２は、この冷却ローラー１２で両
縁部を挟持されることにより、両端部が冷却されて幅方向の収縮が最小限に抑えられる。
【００６９】
　次に、この成形されたガラスリボンＧ２を徐冷炉２で徐冷することによって熱収縮率を
低減する。徐冷炉２には、垂直方向に複数対の案内ローラー２２が配置され、ガラスリボ
ンＧ２を把持し、下方に案内する。また徐冷炉２内は、第一の徐冷温度域（（徐冷点＋２
００℃）～（徐冷点＋５０℃））に相当する第一の徐冷ゾーン２３１、中間徐冷温度域（
（徐冷点＋５０℃）～徐冷点）に相当する中間徐冷ゾーン２３２、及び第二の徐冷温度域
（徐冷点～（徐冷点－１００℃））に相当する第二の徐冷ゾーン２３３に区分され、ゾー
ン毎に冷却速度が異なるように、各ヒーター２１の出力が調整されている。
【００７０】
　徐冷炉２の下方に設けられた冷却部３では、ガラスリボンＧ２が自然冷却によってほぼ
室温まで冷却される。
【００７１】
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　冷却部３の直下に設けられた切断部４では、室温付近まで冷却されたガラスリボンが所
定寸法のガラス板Ｇ３に切断され、後続工程に搬送される。
【００７２】
　上記製造設備を使用して、質量％で、ＳｉＯ２　６０％、Ａｌ２Ｏ３　１５％、Ｂ２Ｏ

３　１０％、ＣａＯ　８％、ＳｒＯ　５％、ＢａＯ　２％の組成を有する５５０ｍｍ×６
５０ｍｍ×１００μｍ厚のガラス基板（徐冷点７０５℃、歪点６５５℃）を、２種類の徐
冷条件で作製した。徐冷条件（平均冷却速度）、仮想温度、熱収縮率、平均表面粗さＲａ
、板厚差、歪み値、及び反り値を表１に示す。なお上記ガラスを製造するに当たっては、
第一の徐冷温度域が９０５～７５５℃、中間徐冷温度域が７５５～７０５℃、第二の徐冷
温度域が７０５～６０５℃になるように各ゾーンを設定した。
【００７３】
　なお平均冷却速度は、パイロメーターで測定したガラスの温度に基づいて算出した。
【００７４】
【表１】

【００７５】
　 表から明らかなように、第一の徐冷温度域における平均冷却速度が高いと板厚差が小
さくなり、第二の徐冷温度域における平均冷却速度が低いと熱収縮率が小さくなっている
ことが分かる。また実施例１及び３では、表面品位に優れ、且つ熱収縮率が４０ｐｐｍで
ある１００μｍ厚のガラス基板が得られていた。
【００７６】
　なお歪点と徐冷点は、ＡＳＴＭ　Ｃ３３６－７１の方法に基づいて測定した。
【００７７】
　仮想温度は以下のようにして求めた。まず上記の熱収縮測定と同じガラス板片を７０５
℃に制御した電気炉中に投入し、１時間後に電気炉から取り出してアルミ板上で急冷した
後、熱収縮率を測定した。同様の処理を７２５℃、７４５℃、７６５℃について行い、処
理温度－熱収縮率のグラフを作成し、一次の近似曲線から熱収縮率が０ｐｐｍとなる熱処
理温度を求め、これをガラスの仮想温度とした。
【００７８】
　平均表面粗さＲａは、ＳＥＭＩ　Ｄ７－９４「ＦＰＤガラス基板の表面粗さの測定方法
」に準拠した方法により測定した。
【００７９】
　歪み値は、ユニオプト製歪計を用いて光ヘテロダイン法により測定した。
【００８０】
　反り値は、ガラス基板の中央部分から切り出した５５０ｍｍ×６５０ｍｍの大きさの試
料を東芝製ガラス基板反り測定機により測定した。
【００８１】
　板厚差は、レーザー式厚み測定装置を用いて、ガラス板の任意の一辺に板厚方向からレ
ーザーを走査することにより、ガラス基板の最大板厚と最小板厚を測定した上で、最大板
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【００８２】
　熱収縮率は、図２（ａ）に示すようにガラス板Ｇ３の所定箇所に直線状のマーキングを
記入した後、図２（ｂ）に示すように、このガラス板Ｇ３をマーキングＭに対して垂直に
折り、２つのガラス板片Ｇ３１、Ｇ３２に分割する。そして一方のガラス板片Ｇ３１のみ
に所定の熱処理（常温から５℃／分の速度で昇温し、保持時間４５０℃で１０時間保持し
、５℃／分の速度で降温）する。その後、図２（ｃ）に示すように熱処理を施したガラス
板片Ｇ３１と、未処理のガラス板Ｇ３２を並べて、接着テープＴで両者を固定してから、
マーキングのずれを測定し、下記の数１の式で値を求めた。
【００８３】
【数１】

【産業上の利用可能性】
【００８４】
　本発明の方法により作製したガラス板は、薄型・軽量化が要求される液晶ディスプレイ
や有機ＥＬディスプレイ等のフラットパネルディスプレイ用基板、またフレキシブル性が
要求されるディスプレイ用基板として好適である。さらに、電子ペーパーやデジタルサイ
ネージなど薄膜電気回路が必要な新たな表示用途にも使用することができる。
【符号の説明】
【００８５】
　　１　成形炉
　　１１　樋状成形体
　　１２　冷却ローラー
　　２　徐冷炉
　　２１　ヒーター
　　２２　案内ローラー
　　２３１　第一の徐冷ゾーン
　　２３２　中間徐冷ゾーン
　　２３３　第二の徐冷ゾーン
　　３　冷却部
　　４　切断部
　　Ｇ１　溶融ガラス
　　Ｇ２　ガラスリボン
　　Ｇ３　ガラス板
　　Ｇ３１、Ｇ３２　ガラス板片
　　Ｍ　マーキング
　　Ｔ　テープ
　　Ｆ　支持枠
　　Ｆ１　段差部
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